
仕 様 書 

 

 

１ 業 務 名 令和７～８年度管財委第 39号三重県庁大駐車場他管理等業務委託 

 

２ 委 託 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務施行場所 ①津市広明町１３番地    三重県庁大駐車場地内 

         ②津市栄町１丁目８９１番地 吉田山外来駐車場及び職員駐車場地内 

         ③津市栄町１丁目１００番地 県警西職員駐車場地内 

         ④津市鳥居町１００番地   鳥居会館駐車場地内 

 

４ 見積提出期間 令和８年３月６日（金）１７時まで 

 

５ 業 務 概 要 

（１）業 務 日 三重県の休日を定める条例（平成元年三重県条例第２号）第１条   

第１項に定める休日を除く日 

（２）業 務 時 間  A：午前７時３０分から午後５時まで 

          B：午前 7時３０分から９時まで 

 上記３の業務施行場所のうち、①及び②の箇所については A、③及び

④については Bの業務時間とする。 

（３）人   員  常駐 

（４）業 務 内 容  

  ・交通整理及び駐車券の発券・回収、巡回及び駐車場敷地内の清掃等 

・来庁者等への行き先案内等 

・その他当該駐車場管理に付随する業務 


